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THE FUJI SHINKIN BANK

連結損益計算書の注記

連結貸借対照表の注記
1． 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2． 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、
その他有価証券については、原則として連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は
主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものにつ
いては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の
評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

3． 有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取
得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び
構築物については定額法。）を採用しております。

　　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　物　 ６年～４７年　　　　　　動　産　 ３年～２０年

4． 無形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫
利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

5. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産の減価償却は、
リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、零として
おります。

6． 外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7． 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に

係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権について
は、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び
保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状
況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」とい
う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込
額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上してお
ります。

　　　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部
署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等のうち貸出金については、債権額
から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額
として債権額から直接減額しており、その金額は619百万円であります。

8． 賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、
当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

9． 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

10-1. 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は、
次のとおりであります。
数理計算上の差異
　各連結会計年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
　法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理　

10-2. 当金庫並びに連結される子会社は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度
（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫並びに連結される子会社の拠出に対応す
る年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職
給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫並
びに連結される子会社の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
①制度全体の積立状況に関する事項（平成30年3月31日現在）
年金資産の額 ……………………………………………………………1,669,710百万円
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額………1,806,457百万円
差引額 ………………………………………………………………… △136,747百万円

②制度全体に占める当金庫並びに連結される子会社の掛金拠出割合（自平成30年3月1日至平
成30年3月31日）                                                                               0.2502％

③補足説明
　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高197,854百万円で
あります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間19年0か月の元利均等償却であ
り、当金庫並びに連結される子会社は、当連結会計年度の財務諸表上、当該償却に充てられ
る特別掛金48百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じること
で算定されるため、上記②の割合は当金庫並びに連結される子会社の実際の負担割合とは
一致しません。

11． 役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会
計年度末要支給額を計上しております。

12． 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備え
るため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

13． 偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込
額を計上しております。

14. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
15． 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 ………… 32百万円
16． 有形固定資産の減価償却累計額…………………………………………………4,038百万円
17． 貸出金のうち、破綻先債権額は3百万円、延滞債権額は13,987百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事
由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった
貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項
第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又
は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

18． 貸出金のうち、3か月以上延滞債権額は18百万円であります。
　　　なお、3か月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延し
ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

19． 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は54百万円であります。
　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権に該当しないものであります。

20． 破綻先債権額、延滞債権額、3か月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
14,064百万円であります。

　　　なお、17．から20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

注 27. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

28. 減損処理を行った有価証券
　　　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、
当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見
込があると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、
評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

　　　当連結会計年度における減損処理額は、ありません。
　　　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が帳簿価額から50％以上下落し
ているものは評価損を全額、30％以上50％未満のものについては、時価が過去1年間に一度も
帳簿価額を上回ることのなかったものについて「著しく下落した」と判断して処理を行っております。

29. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受
けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、41,521百万円でありま
す。これらすべて原契約期間が1年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）で
あります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当金庫並びに連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので
はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由が
あるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができ
る旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担
保を徴求するほか、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客の
状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

30. 当連結会計年度末の退職給付債務等は、以下のとおりであります。
　　　退職給付債務
　　　未積立退職給付債務
　　　未認識数理計算上の差異
　　　退職給付に係る負債
31. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
　　　繰延税金資産
　　　　貸倒引当金
　　　　有価証券評価損
　　　　退職給付に係る負債
　　　　減価償却費
　　　　役員退職慰労引当金
　　　　その他
　　　繰延税金資産小計
　　　評価性引当額　
　　　繰延税金資産合計
　　　繰延税金負債
　　　　その他有価証券評価差額金
　　　繰延税金負債合計
　　　繰延税金資産の純額
　　　繰延税金負債の純額

　　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　　法定実効税率
　　　　（調整）
　　　交際費等永久に損金に算入されない項目
　　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
　　　評価性引当額
　　　その他
　　　税効果会計適用後の法人税等の負担率

（単位：百万円）

272
90,464
21,551
34,448
34,464
7,102
97,840
197
1,074
－
175
898
4,428
5,700

103,541

123
88,108
20,798
33,551
33,757
6,279
94,511
224
1,075
－
176
899
4,633
5,933

100,444

149
2,356
752
896
707
822
3,328
△26
△0
－
△0
△0

△205
△232
3,096

連結貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

連結貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　　小計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　　小計

種　類

合　計

連結貸借対照表計上額 取得原価 差　額

（単位：百万円）

599
5,502
6,903
－

13,005
－
－
－
－
－

13,005

615
5,653
7,113
－

13,382
－
－
－
－
－

13,382

16
150
210
－
376
－
－
－
－
－
376

時価が
連結貸借対照表
計上額を
超えるもの

時価が
連結貸借対照表
計上額を
超えないもの

国債
地方債
社債
その他
　小計
国債
地方債
社債
その他
　小計

種　類

合　計

連結貸借対照表計上額 時　価 差　額

△500百万円
△500
61

△439

604百万円
91
122
67
34
152
1,072
△575
497

759
759
3

264

21． 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）
担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は2,760百万円であ
ります。

22． 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券 …………………………………………………………………………517百万円
　預け金（信金中金定期預金）……………………………………………………６,０００百万円
担保資産に対応する債務
　預金（別段預金） …………………………………………………………………555百万円
　上記のほか、内国為替決済の担保として、預け金（信金中金定期預金）12,000百万円を差し
入れております。

23． 出資１口当たりの純資産額 …………………………………………………… 13,772円05銭
24． 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当金庫グループは、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行っており
ます。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理
（ALM）をしております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫グループが保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金
です。
　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、その他保有目的
で保有しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒
されております。
　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。
　また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
　当金庫グループは、信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案
件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対
応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は各営業店のほか、融資部により行われ、また定期的に経営陣によ
る常務会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスク
に関しては、経理部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理してお
ります。
②市場リスクの管理
（ⅰ）市場リスク管理
　当金庫グループは、市場リスク管理規程及び管理要領によってリスク管理方針や手
続等の詳細を明記し、金利の変動リスク、為替リスク及び価格変動リスクを管理してお
ります。
　これらの市場リスク管理は、リスク管理委員会において決定された方針に基づき、リス
ク管理委員会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行ったうえで理
事会に付議、報告をしております。

（ⅱ）市場リスクに係る定量的情報
　当金庫グループでは、「預け金」「有価証券」「貸出金」「預金積金」の市場リスク量を
ＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内になるよう管理して
おります。
　当金庫グループのＶａＲは、分散共分散法（保有期間1年（ただし、内国債券及び株式、
投資信託については3か月）、信頼区間99％、観測期間5年、相関性を考慮せず。）によ
り算出しており、平成31年3月31日（当連結会計年度の連結決算日）現在で当金庫の
市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で3,335百万円です。
　なお、当金庫グループでは、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバック・テ
ストを実施し、その精度を評価しております。使用する計測モデルは、十分な精度により
市場リスクを捕捉しているものと考えております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベー
スに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考え
られないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

③資金調達に係る流動性リスクの管理
　当金庫グループは、流動性リスクに関する管理規程によって市場流動性リスク及び資
金繰りリスクを管理しております。 
　この管理規程に定められた手法と手続に則り、日々の支払準備率と流動性準備量を算
出し、ＡＬＭ委員会及び理事会に報告し、市場流動性・資金繰りの状況を適切に把握、対
応しています。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
　なお、金融商品のうち貸出金、預金については、簡便な計算により算出した時価に代わる金
額を開示しております。

25． 金融商品の時価等に関する事項
　平成31年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで
あります（時価の算定方法については（注1）参照）。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

 （＊1）貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載
しております。

 （＊2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

 （注1）金融商品の時価等の算定方法
 金融資産
 （1）預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預
け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定しております。
　なお、延長特約付定期預金は、取引金融機関から提示された価格によっております。

 （2）有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に
よっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
　なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については26.から28.に記載して
おります。

 （3）貸出金
　貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒
引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。
①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが
困難な債権については、連結貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金
控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）
②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額
を無リスク利子率で割引いた価額

 金融負債
 （1）預金積金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみな
しております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー
を割引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。そ
の割引率は、無リスク利子率を用いております。

 （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表上額は、次の
とおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

 （＊1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価開示の対象とはしておりません。

 （＊2）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認めら
れるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

 （注3）金融債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 （＊） 貸出金のうち、償還予定額が見込めないものは含めておりません。

 （注4）有利子負債の連結決算日後の返済予定額

 （＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。

26. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は、次のとおりであります。これらには、「国債」
「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」が含まれております。以下、28.まで同様であります。

 満期保有目的の債券

 その他有価証券

合　計

－
5,911
4,179
764
967
324
6,236

－
47
4
21
21
57
105

－
△18
△18
－
－
△1
△19

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（単位：百万円）

非上場株式（＊1）
組合出資金（＊2）

合　計

26
92
119

連結貸借対照表計上額区　分
（単位：百万円）

（単位：百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
314,808
314,808

49,109
49,109

5
5

215
215

預金積金（＊）
　　　　　 合　計

（単位：百万円）

91,316

－
6,720
46,420
144,456

預け金
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち満期があるもの
貸出金（＊）
　　　　　 合　計

1年以内
13,500

13,013
44,415
41,257
112,185

1年超5年以内
2,000

－
32,237
30,920
65,157

5年超10年以内
－

－
14,246
38,255
52,501

10年超

27.3％

1.6％
△1.8％
△16.1％
0.25％
11.2％

注1． 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
　2．出資１口当たり当期純利益金額 ………………………………………………… 219円22銭
　3．その他の経常費用には、信用保証協会への負担金の支払いに備えるための費用処理額22,878
千円を含んでおります。

（1）預け金
（2）有価証券

満期保有目的の債券
その他有価証券

（3）貸出金（＊1）
貸倒引当金（＊2）

　金融資産計
（1）預金積金（＊1）

　金融負債計

106,816

13,005
103,541
157,866
△2,116
155,750
379,114
364,141
364,141

連結貸借対照表計上額 時　価 差　額
106,899

13,382
103,541

149,361
373,184
364,557
364,557

82

376
－

△6,389
△5,930
416
416

（単位：百万円）
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定量的な開示事項・連結

コア資本に係る基礎項目

コア資本に係る調整項目

19,361
792

18,585
16
－
－
－
－
－

138
138
－
－
－
－
－

19,500

32
－
32
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
32

19,467

116,721
115,885
△2,842

8
－
－

△2,850
－

820
8
6

7,532
－
－

124,253

15.66%

（単位：百万円）

項　目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価･換算差額等
うち、為替換算調整勘定
うち、退職給付に係るものの額

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）

信用リスク・アセットの額の合計額
資産（オン・バランス）項目
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
うち、繰延税金資産
うち、退職給付に係る資産
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オフ・バランス取引等項目
CVAリスク相当額を8%で除して得た額
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状
況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。
　なお、当金庫グループは、国内基準により連結自己資本比率を算出しております。

自己資本

リスク・アセット等

連結自己資本比率

自己資本の構成に関する事項 自己資本の充実度に関する事項
（単位：百万円）

所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
3か月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達
手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関
連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

証券化
　STC要件適用分

　　　　非STC要件適用分
再証券化

③ -1 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産
③ -2 リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

ルック・スルー方式  
マンデート方式  
蓋然性方式（250％）  
蓋然性方式（400％）  
フォールバック方式（1250％）  

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額
ハ．連結総所要自己資本額（イ＋ロ）

リスク・アセット 所要自己資本額リスク・アセット
経過措置による
不算入額

8
－
8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2018年度2017年度

130,691
129,758

－
－
－
－
－
－
－
－

173
15

21,386
43,558
33,355
8,376
4,074

327
28

845
－

2,040
2,040
－

15,577

2,375

1,885
1,281

－

－

10,034
－
－
－
－

2,357
2,218

139
－
－
－
－

△1,425
－
－

7,254
137,945

5,227
5,190
－
－
－
－
－
－
－
－
6
0

855
1,742
1,334

335
162
13
1

33
－
81
81
－

623

95

75
51

－

－

401
－
－
－
－

94
88
5
－
－
－
－

△57
－
－

290
5,517

116,721
119,469

－
－
－
－
－
62
－
1

114
40

16,145
37,447
30,594
8,780
3,534

239
21

925
－

2,340
2,340
－

19,220

4,751

1,885
1,264

11,319
－

－
－
79

8
△2,850

8
6

7,532
124,253

4,668
4,778
－
－
－
－
－
2
－
0
4
1

645
1,497
1,223

351
141

9
0

37
－
93
93
－

768

190

75
50

452
－

－
－
3

0
△114

0
0

301
4,970

（注） 1. 所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
 2. 「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く。）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
 3. 「3か月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際

決済銀行等向け」を除く。）においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
 4. 当金庫グループは、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

 5. 連結総所要自己資本額＝連結自己資本比率の分母の額×４％

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞ 粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

2018年度2017年度

19,703
800

18,919
16
－
－
－

－
189
189
－
－
－
－
－

19,892

40
－
40
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
40

19,852

130,691
130,247
△1,425

△1,425
－

443
－
－

7,254
－
－

137,945

14.39%
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定量的な開示事項・連結

コア資本に係る基礎項目

コア資本に係る調整項目

19,361
792

18,585
16
－
－
－
－
－

138
138
－
－
－
－
－

19,500

32
－
32
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
32

19,467

116,721
115,885
△2,842

8
－
－

△2,850
－

820
8
6

7,532
－
－

124,253

15.66%

（単位：百万円）

項　目

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価･換算差額等
うち、為替換算調整勘定
うち、退職給付に係るものの額

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）

信用リスク・アセットの額の合計額
資産（オン・バランス）項目
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
うち、繰延税金資産
うち、退職給付に係る資産
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オフ・バランス取引等項目
CVAリスク相当額を8%で除して得た額
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状
況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。
　なお、当金庫グループは、国内基準により連結自己資本比率を算出しております。

自己資本

リスク・アセット等

連結自己資本比率

自己資本の構成に関する事項 自己資本の充実度に関する事項
（単位：百万円）

所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
3か月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達
手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関
連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

証券化
　STC要件適用分

　　　　非STC要件適用分
再証券化

③ -1 複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資産の把握が困難な資産
③ -2 リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

ルック・スルー方式  
マンデート方式  
蓋然性方式（250％）  
蓋然性方式（400％）  
フォールバック方式（1250％）  

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額
⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額
ハ．連結総所要自己資本額（イ＋ロ）

リスク・アセット 所要自己資本額リスク・アセット
経過措置による
不算入額

8
－
8
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2018年度2017年度

130,691
129,758

－
－
－
－
－
－
－
－

173
15

21,386
43,558
33,355
8,376
4,074

327
28

845
－

2,040
2,040
－

15,577

2,375

1,885
1,281

－

－

10,034
－
－
－
－

2,357
2,218

139
－
－
－
－

△1,425
－
－

7,254
137,945

5,227
5,190
－
－
－
－
－
－
－
－
6
0

855
1,742
1,334

335
162
13
1

33
－
81
81
－

623

95

75
51

－

－

401
－
－
－
－

94
88
5
－
－
－
－

△57
－
－

290
5,517

116,721
119,469

－
－
－
－
－
62
－
1

114
40

16,145
37,447
30,594
8,780
3,534

239
21

925
－

2,340
2,340
－

19,220

4,751

1,885
1,264

11,319
－

－
－
79

8
△2,850

8
6

7,532
124,253

4,668
4,778
－
－
－
－
－
2
－
0
4
1

645
1,497
1,223

351
141

9
0

37
－
93
93
－

768

190

75
50

452
－

－
－
3

0
△114

0
0

301
4,970

（注） 1. 所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
 2. 「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く。）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
 3. 「3か月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際

決済銀行等向け」を除く。）においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
 4. 当金庫グループは、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

 5. 連結総所要自己資本額＝連結自己資本比率の分母の額×４％

＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞ 粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数 

2018年度2017年度

19,703
800

18,919
16
－
－
－

－
189
189
－
－
－
－
－

19,892

40
－
40
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
40

19,852

130,691
130,247
△1,425

△1,425
－

443
－
－

7,254
－
－

137,945

14.39%



資
料
編

連
結（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
）

資
料
編

連
結（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
）

51 52

資料編／連結
自己資本の充実の状況

Disclosure 2019

THE FUJI SHINKIN BANK

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）（連結）

● 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高 ＜地域別・業種別・残存期間別＞

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

（単位：百万円）

貸出金、コミットメント及びその他の
デリバティブ以外のオフ・バランス取引

デリバティブ取引
３か月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高

債 　 券

国 内

国 外

地 域 別 合 計

製 造 業

農 業 ・ 林 業

漁 業

鉱業・採石業・砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業・郵 便 業

卸 売 業・小 売 業

金 融 業・保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究・専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業・娯楽業

教 育・学 習 支 援 業

医 療 ・ 福 祉

その 他 の サ ービス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

1 年 以 下

1 年 超 3 年 以 下

3 年 超 5 年 以 下

5 年 超 7 年 以 下

7 年 超 1 0 年 以 下

1 0  年  超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

（注） 1. オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
 2. 「３か月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
 3. 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
 4. ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは、含まれておりません。
 5. 業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

379,335 

4,710 

384,046

29,326 

287 

6 

－

15,709 

1,185 

696 

9,654 

10,645 

124,097 

24,836 

533 

401 

117 

2,506 

4,071 

1,260 

6,315 

6,471 

94,200 

43,918 

7,801 

384,046

33,684 

41,656 

44,617 

31,134 

26,073 

88,226 

118,652 

384,046

158,505

－

158,505 

24,333 

287 

6 

－

15,609 

185 

68 

8,018 

8,799 

5,469 

19,126 

533 

401 

110 

2,406 

3,867 

1,260 

6,315 

6,471 

11,292 

43,918 

21 

158,505

26,807 

17,253 

12,596 

9,754 

17,301 

74,272 

519 

158,505

102,330 

4,710 

107,040

4,808 

－

－

－

100 

1,000 

400 

1,602 

1,803 

9,615 

4,502 

－

－

－

100 

200 

－

－

－

82,907

－

－

107,040 

6,671 

24,403 

32,021 

21,319 

8,671 

13,954 

－

107,040

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

575

－

575

380

－

－

－

－

－

－

3

5

－

104

－

－

－

4

8

－

－

58

－

9

－

575

356,529 

3,407 

359,936

28,382 

347 

7 

－

14,151 

1,103 

299 

8,663 

10,137 

97,715 

23,742 

528 

397 

135 

2,529 

3,863 

950 

6,818 

5,757 

100,328 

42,643 

11,432 

359,936

37,288 

31,998 

51,195 

30,911 

31,488 

85,271 

91,783 

359,936

154,038

－

154,038 

23,921 

347 

7 

－

14,050 

203 

62 

7,526 

8,490 

5,420 

19,169 

528 

397 

128 

2,529 

3,759 

950 

6,818 

5,757 

11,290 

42,643 

33 

154,038

27,721 

15,829 

15,160 

9,273 

15,396 

70,116 

540 

154,038

107,360 

3,407 

110,768

4,307 

－

－

－

100 

900 

200 

1,102 

1,603 

9,815 

3,600 

－

－

－

－

100 

－

－

－

89,038 

－

－

110,768 

9,239 

15,690 

35,347 

20,942 

14,492 

15,055  

－

110,768

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

415

－

415

159

－

－

－

3

－

－

－

1

－

97

－

－

－

13

8

－

126

－

－

5 

－

415

2018年度2018年度2018年度2018年度2018年度 2017年度2017年度2017年度2017年度2017年度

● リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

告示で定めるリスク・ウェイト区分

（単位：百万円）

エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額

0％
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他
小　　計
合　　計

2018年度

（注） 1. 格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
 2. エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
 ３. コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く。）、ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（注） 信金中央金庫向けの普通出資・優先出資を含めております。

格 付 有 り 格 付 無し 格 付 有 り 格 付 無し 

● 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

連結も単体と同額になります。40頁をご参照ください。

区　分

上場株式等
非上場株式等
合　　計

出資等エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）連結貸借対照表計上額及び時価

2018年度

連結貸借対照表上計上額 時　価 連結貸借対照表上計上額 時　価

売却益
売却損
償　却

（単位：百万円）出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

2018年度

評価損益

（単位：百万円）連結貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

2018年度

評価損益

（単位：百万円）連結貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

2018年度

2017年度

2017年度

2017年度

2017年度
－

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

連結も単体と同額になります。38頁をご参照ください。

連結も単体と同額になります。38頁をご参照ください。

金利リスクに関する事項

連結も単体と同額になります。41頁をご参照ください。

証券化エクスポージャーに関する事項

該当ございません。

2017年度

－

2,921
1,751
4,672

2,921
1,751
4,672

57
－
－

746

3,188
1,744
4,932

3,188
1,744
4,932

293
－
－

706

－
－

92,309
－

18,480
－

2,704
－
－
－
－
－

113,494

122,497
10,189
12,131
24,274

162
40,193
60,398

191
－

512
－
－

270,551
384,046

－
－

64,836
－

16,745
－

1,802
－
－
－
－
－

83,385

132,233
10,332
13,364
25,428

279
37,136
57,015

57
－

703
－
－

276,551
359,936
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）（連結）

● 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高 ＜地域別・業種別・残存期間別＞

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

（単位：百万円）

貸出金、コミットメント及びその他の
デリバティブ以外のオフ・バランス取引

デリバティブ取引
３か月以上延滞
エクスポージャー

信用リスクエクスポージャー期末残高

債 　 券

国 内

国 外

地 域 別 合 計

製 造 業

農 業 ・ 林 業

漁 業

鉱業・採石業・砂利採取業

建 設 業

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業・郵 便 業

卸 売 業・小 売 業

金 融 業・保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究・専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業・娯楽業

教 育・学 習 支 援 業

医 療 ・ 福 祉

その 他 の サ ービス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

1 年 以 下

1 年 超 3 年 以 下

3 年 超 5 年 以 下

5 年 超 7 年 以 下

7 年 超 1 0 年 以 下

1 0  年  超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

（注） 1. オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
 2. 「３か月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３か月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
 3. 上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
 4. ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは、含まれておりません。
 5. 業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

379,335 

4,710 

384,046

29,326 

287 

6 

－

15,709 

1,185 

696 

9,654 

10,645 

124,097 

24,836 

533 

401 

117 

2,506 

4,071 

1,260 

6,315 

6,471 

94,200 

43,918 

7,801 

384,046

33,684 

41,656 

44,617 

31,134 

26,073 

88,226 

118,652 

384,046

158,505

－

158,505 

24,333 

287 

6 

－

15,609 

185 

68 

8,018 

8,799 

5,469 

19,126 

533 

401 

110 

2,406 

3,867 

1,260 

6,315 

6,471 

11,292 

43,918 

21 

158,505

26,807 

17,253 

12,596 

9,754 

17,301 

74,272 

519 

158,505

102,330 

4,710 

107,040

4,808 

－

－

－

100 

1,000 

400 

1,602 

1,803 

9,615 

4,502 

－

－

－

100 

200 

－

－

－

82,907

－

－

107,040 

6,671 

24,403 

32,021 

21,319 

8,671 

13,954 

－

107,040

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

575

－

575

380

－

－

－

－

－

－

3

5

－

104

－

－

－

4

8

－

－

58

－

9

－

575

356,529 

3,407 

359,936

28,382 

347 

7 

－

14,151 

1,103 

299 

8,663 

10,137 

97,715 

23,742 

528 

397 

135 

2,529 

3,863 

950 

6,818 

5,757 

100,328 

42,643 

11,432 

359,936

37,288 

31,998 

51,195 

30,911 

31,488 

85,271 

91,783 

359,936

154,038

－

154,038 

23,921 

347 

7 

－

14,050 

203 

62 

7,526 

8,490 

5,420 

19,169 

528 

397 

128 

2,529 

3,759 

950 

6,818 

5,757 

11,290 

42,643 

33 

154,038

27,721 

15,829 

15,160 

9,273 

15,396 

70,116 

540 

154,038

107,360 

3,407 

110,768

4,307 

－

－

－

100 

900 

200 

1,102 

1,603 

9,815 

3,600 

－

－

－

－

100 

－

－

－

89,038 

－

－

110,768 

9,239 

15,690 

35,347 

20,942 

14,492 

15,055  

－

110,768

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

415

－

415

159

－

－

－

3

－

－

－

1

－

97

－

－

－

13

8

－

126

－

－

5 

－

415

2018年度2018年度2018年度2018年度2018年度 2017年度2017年度2017年度2017年度2017年度

● リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

告示で定めるリスク・ウェイト区分

（単位：百万円）

エ ク ス ポ ー ジ ャ ー の 額

0％
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
200%
250%
1250%
その他
小　　計
合　　計

2018年度

（注） 1. 格付は、適格格付機関が付与しているものに限ります。
 2. エクスポージャーは、信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
 ３. コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く。）、ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（注） 信金中央金庫向けの普通出資・優先出資を含めております。

格 付 有 り 格 付 無し 格 付 有 り 格 付 無し 

● 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

連結も単体と同額になります。40頁をご参照ください。

区　分

上場株式等
非上場株式等
合　　計

出資等エクスポージャーに関する事項

（単位：百万円）連結貸借対照表計上額及び時価

2018年度

連結貸借対照表上計上額 時　価 連結貸借対照表上計上額 時　価

売却益
売却損
償　却

（単位：百万円）出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

2018年度

評価損益

（単位：百万円）連結貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

2018年度

評価損益

（単位：百万円）連結貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

2018年度

2017年度

2017年度

2017年度

2017年度
－

信用リスク削減手法に関する事項

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

連結も単体と同額になります。38頁をご参照ください。

連結も単体と同額になります。38頁をご参照ください。

金利リスクに関する事項

連結も単体と同額になります。41頁をご参照ください。

証券化エクスポージャーに関する事項

該当ございません。

2017年度

－

2,921
1,751
4,672

2,921
1,751
4,672

57
－
－

746

3,188
1,744
4,932

3,188
1,744
4,932

293
－
－

706

－
－

92,309
－

18,480
－

2,704
－
－
－
－
－

113,494

122,497
10,189
12,131
24,274

162
40,193
60,398

191
－

512
－
－

270,551
384,046

－
－

64,836
－

16,745
－

1,802
－
－
－
－
－

83,385

132,233
10,332
13,364
25,428

279
37,136
57,015

57
－

703
－
－

276,551
359,936
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総代の属性別構成比に関する情報

総代の氏名と就任回数

職業別構成比
法人・法人代表者
個 人 事 業 主
個 人
合 計

94.6%
5.4%
－

100.0%

業種別構成比
製 造 業
建 設 業
卸 売・小 売 業
その他のサービス 
運 輸 業・郵 便 業
そ の 他
合 計

36.9%
20.0%
19.2%
8.5%
3.9%

11.5%
100.0%

年代別構成比
3 0   歳   代
4 0   歳   代
5 0   歳   代
6 0   歳   代
7 0   歳   代
8 0歳代以上
合 計

0.8%
3.1%

20.0%
38.4%
37.7%

－
100.0%

氏　名
井　出　克　広
井　上　有　之
梅 　 澤 　 　 稔
及 　 川 　 　 弘
影　島　俊　宏
鈴　木　洋　司
中 　 村 　 　 脩
西　村　和　純
松　井　猛　紀
山　﨑　勝　郎
山　本　久　也
渡　辺　正　之
市　川　智　也
井　出　勇　次
植　田　眞　晴
小　口　頼　一
小 　 　 　 　 收
川　島　泰　彦
川 　 島 　 　 勉
齊　藤　幸　秀
佐　藤　広　美
澤　﨑　博　明
立　石　雅　世
中　井　正　幸
堀　野　辰　夫
松　本　安　弘

就任回数
1
1
5
1
2
9

10
9
1

10
1

10
4
5
1
1
7
6
2
8
1
7
6
7
4
6

第６6期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認されました。第66期通常総代会の決議事項

総代とその選任方法

総代会は会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

①総代会の議決に基づ
き理事長が選考委員
を委嘱し、選考委員
の氏名を店頭掲示

③理事長は、総代候補者氏
名を店頭掲示し、所定の
手続きを経て、会員の代
表として総代を委嘱

会員の総意を適正に
反映するための制度

（１）総代の任期・定数
　総代の任期は３年です。総代の定数は１２０人以上１５０人以内で、会員数に応じて選任区域ごとに定められております。
　なお、２０１９年６月末現在の総代数は１３0人です。

（2）総代の選任方法
　総代は会員の代表として、会員の総意を
当金庫の経営に反映させる重要な役割を
担っております。そこで、総代の選考は、総代
候補者選考基準（注）に基づき、次の３つの手
続きを経て選任されます。

①会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②その総代候補者選考委員が総代候補者を
選考する。

③その総代候補者を会員が信任する（異議が
あれば申し立てる）。

●総代が選任されるまでの手続きについて

異議申出期間（公告日から2週間以内）

総代の氏名を店頭に1週間掲示

理事長が総代に委嘱

会員からの異議のない場合、又は選任区域の会員数の
１/３未満の会員から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の総代定数の１/２以上 当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2未満

他の候補者を選考 欠員（選考を行わない）

総　代

地区を10区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める
総代会の議決により、各選任区域ごとに会員のうちから3名以上の選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が
総代候補を選考

理事長に
報 告

総代候補の氏名を
1週間店頭掲示

左記掲示について
電子公告

①総代候補者
　 選考委員の選任

③総代の選任

②総代候補者の
　 選考

選任区域の会員数の１/３以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

（上記②以下の手続を経て）

理　

事　

会

総代会

（注）総代候補者選考基準
①資格要件
　・当金庫会員であること
②適格要件
　・当金庫の理念・使命をよく理解し、当金庫との
緊密な取引関係を有する方

　・良識を持って、正しい判断ができる方
　・地域における信望が厚く、総代として相応しい方
　・地域での居住年数が長く、人縁関係が深い方
　・行動力があり、積極的な方
　・人格、見識に秀で、当金庫の発展に寄与できる方

総 代会 員

①報告事項

②決議事項

第６６期（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日まで）貸借対照表、損益計算書報告の件
第６６期（２０１８年度）業務報告の件
役員賞与支給の件

第1号議案　第６６期（2018年度）剰余金処分案承認の件
第2号議案　定款の一部変更の件
第3号議案　定款第１５条に基づく会員の法定脱退の件
第4号議案　理事及び監事全員任期満了に伴う選任の件
第5号議案　退任理事に対する退職慰労金贈呈の件

総代
候補者

選考
委員

　当金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理
念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融
機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、１人１票の
議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとな
ります。しかし、当金庫では、会員数が大変多いため総会の開催
は事実上困難となっております。そこで、当金庫では、会員の総
意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代え
て総代会制度を採用しております。

　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の
重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代
会は総会と同様に会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反
映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任された総
代により運営されます。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活
動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、
様々な経営改善に取り組んでおります。

１区 本店・
吉原支店地区

氏　名
大　村　利　光
小　林　智　明
佐 　 野 　 　 寛
谷　本　浩　一
都　築　明　光
西　尾　武　博
吉　野　秀　彦
植　田　和　明
片　岡　成　男
櫻　田　英　彦
竹　田　光　正
中　村　謙　一
西 　 川 　 　 悟

就任回数
3
5
1
4
2
9
5
5
1
8
4
5
1

3区 鷹岡支店・
厚原支店地区

氏　名
青　野　溥　芳
亀　井　利　充
清 　 水 　 　 明
鈴　木　祐　二
服　部　 愛 一 郎
一 ツ 山　 繁
本　多　恒　康
松　本　貞　彦
畔　栁　敏　男
大　塚　芳　正
小 長 谷　 邦 行
高　橋　善　忠

就任回数
5
8
9
9
6
6
4

10
7
6
7
9

6区 富士岡支店・
須津支店地区

氏　名
石　川　雅　基
勝　亦　幸　治
芹　澤　明　広
三　澤　賢　治
安　藤　秀　彦
菊　池　初　彦
佐　野　昭　夫
田　中　仁　美
吉　田　浩　之
小　林　繁　樹
増　田　正　之
大　橋　賢　一
内　田　昌　宏

就任回数
1
1
2
6
4
4
6
1
5
2
7
3
2

7区 富士見台支店・
今泉支店・
今泉北支店地区

氏　名
植　草　 愼 一 郎
遠　藤　典　生
鈴　木　秀　典
田　中　克　宣
渡　邉　榮　一
渡 　 邉 　 　 直
赤　堀　哲　二
勝　又　志　延
加　茂　榮　一
岩　間　清　人
植　田　幸　江
秋　山　勝　美
秋　山　英　生
阿 知 波　 幹 治
佐　野　孝　博

就任回数
5
5
4
1
6
3
1
5
6
3
2
6
2
9
6

8区 伝法支店・
広見町支店・
大渕中野支店地区

氏　名
加　藤　勝　弘
河　西　幸　一
近　藤　光　行
杉 　 浦 　 　 博
渡　辺　弘　光
渡　辺　雅　一
渡　邉　俊　介
綿 　 引 　 　 謙
櫻　井　二 三 代
清 　 　 哲 　 也

就任回数
9
1

14
2
9
4
1
5
1
2

9区 富士宮支店・
富士宮東支店地区

氏　名
加　藤　秀　一
杉　山　哲　也
篠 　 原 　 　 均
植　田　征　男
大 　 竹 　 　 傳
斉　藤　公　伸
時　田　則　義
米　山　隆　是
渡　邉　隆　敏

就任回数
7
6
2

12
4
2
6
1
1

10区 吉原駅南支店・
田子浦支店地区

氏　名
加　藤　吉　博
佐　野　家　弘
篠　原　章　夫
武　内　正　章
町　田　暢　彦
望 　 月 　 　 亘
望　月　泰 二 郎
坪 　 内 　 　 博
内　藤　栄　己

就任回数
10
6

11
7
1
8
1
9
5

4区 岩松支店・
蒲原支店地区

氏　名
飯 　 塚 　 　 勝
石　井　源　一
大　石　照　義
羽　切　和　彦
八　木　孝　之
浅　羽　優 太 朗
今　村　 憲 一 郎
海　野　欽　也
佐　野　廣　司
増 　 田 　 　 央

就任回数
7
5
4
9
4
1
5
9

10
1

5区 駅南支店・
森島支店地区

氏　名
遠　藤　惠　久
久 保 田　 貴 久
佐　野　惠　一
鈴　木　清　久
田　村　正　紀
西　尾　敬　二
半　澤　敏　夫
長 谷 川　 耕 平
望　月　政　光
山　﨑　建　治
川　村　秀　夫
後　藤　弘　明
外　田　雅　樹

就任回数
2
2
4
9
7
5
8
3
1
4
6
5
4

2区 富士支店・
八幡町支店地区

②選考基準に基づき総代候補者を選考 決算に関する事項、理事・監事の選任等重要事項の決定

櫛
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総代の属性別構成比に関する情報

総代の氏名と就任回数

職業別構成比
法人・法人代表者
個 人 事 業 主
個 人
合 計

94.6%
5.4%
－

100.0%

業種別構成比
製 造 業
建 設 業
卸 売・小 売 業
その他のサービス 
運 輸 業・郵 便 業
そ の 他
合 計

36.9%
20.0%
19.2%
8.5%
3.9%

11.5%
100.0%

年代別構成比
3 0   歳   代
4 0   歳   代
5 0   歳   代
6 0   歳   代
7 0   歳   代
8 0歳代以上
合 計

0.8%
3.1%

20.0%
38.4%
37.7%

－
100.0%

氏　名
井　出　克　広
井　上　有　之
梅 　 澤 　 　 稔
及 　 川 　 　 弘
影　島　俊　宏
鈴　木　洋　司
中 　 村 　 　 脩
西　村　和　純
松　井　猛　紀
山　﨑　勝　郎
山　本　久　也
渡　辺　正　之
市　川　智　也
井　出　勇　次
植　田　眞　晴
小　口　頼　一
小 　 　 　 　 收
川　島　泰　彦
川 　 島 　 　 勉
齊　藤　幸　秀
佐　藤　広　美
澤　﨑　博　明
立　石　雅　世
中　井　正　幸
堀　野　辰　夫
松　本　安　弘

就任回数
1
1
5
1
2
9

10
9
1

10
1

10
4
5
1
1
7
6
2
8
1
7
6
7
4
6

第６6期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認されました。第66期通常総代会の決議事項

総代とその選任方法

総代会は会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

①総代会の議決に基づ
き理事長が選考委員
を委嘱し、選考委員
の氏名を店頭掲示

③理事長は、総代候補者氏
名を店頭掲示し、所定の
手続きを経て、会員の代
表として総代を委嘱

会員の総意を適正に
反映するための制度

（１）総代の任期・定数
　総代の任期は３年です。総代の定数は１２０人以上１５０人以内で、会員数に応じて選任区域ごとに定められております。
　なお、２０１９年６月末現在の総代数は１３0人です。

（2）総代の選任方法
　総代は会員の代表として、会員の総意を
当金庫の経営に反映させる重要な役割を
担っております。そこで、総代の選考は、総代
候補者選考基準（注）に基づき、次の３つの手
続きを経て選任されます。

①会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②その総代候補者選考委員が総代候補者を
選考する。

③その総代候補者を会員が信任する（異議が
あれば申し立てる）。

●総代が選任されるまでの手続きについて

異議申出期間（公告日から2週間以内）

総代の氏名を店頭に1週間掲示

理事長が総代に委嘱

会員からの異議のない場合、又は選任区域の会員数の
１/３未満の会員から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の総代定数の１/２以上 当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2未満

他の候補者を選考 欠員（選考を行わない）

総　代

地区を10区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める
総代会の議決により、各選任区域ごとに会員のうちから3名以上の選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が
総代候補を選考

理事長に
報 告

総代候補の氏名を
1週間店頭掲示

左記掲示について
電子公告

①総代候補者
　 選考委員の選任

③総代の選任

②総代候補者の
　 選考

選任区域の会員数の１/３以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

（上記②以下の手続を経て）

理　

事　

会

総代会

（注）総代候補者選考基準
①資格要件
　・当金庫会員であること
②適格要件
　・当金庫の理念・使命をよく理解し、当金庫との
緊密な取引関係を有する方

　・良識を持って、正しい判断ができる方
　・地域における信望が厚く、総代として相応しい方
　・地域での居住年数が長く、人縁関係が深い方
　・行動力があり、積極的な方
　・人格、見識に秀で、当金庫の発展に寄与できる方

総 代会 員

①報告事項

②決議事項

第６６期（２０１８年４月１日～２０１９年３月３１日まで）貸借対照表、損益計算書報告の件
第６６期（２０１８年度）業務報告の件
役員賞与支給の件

第1号議案　第６６期（2018年度）剰余金処分案承認の件
第2号議案　定款の一部変更の件
第3号議案　定款第１５条に基づく会員の法定脱退の件
第4号議案　理事及び監事全員任期満了に伴う選任の件
第5号議案　退任理事に対する退職慰労金贈呈の件

総代
候補者

選考
委員

　当金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理
念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融
機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、１人１票の
議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとな
ります。しかし、当金庫では、会員数が大変多いため総会の開催
は事実上困難となっております。そこで、当金庫では、会員の総
意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代え
て総代会制度を採用しております。

　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の
重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代
会は総会と同様に会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反
映されるよう、会員の中から適正な手続きにより選任された総
代により運営されます。
　また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の事業活
動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、
様々な経営改善に取り組んでおります。

１区 本店・
吉原支店地区

氏　名
大　村　利　光
小　林　智　明
佐 　 野 　 　 寛
谷　本　浩　一
都　築　明　光
西　尾　武　博
吉　野　秀　彦
植　田　和　明
片　岡　成　男
櫻　田　英　彦
竹　田　光　正
中　村　謙　一
西 　 川 　 　 悟

就任回数
3
5
1
4
2
9
5
5
1
8
4
5
1

3区 鷹岡支店・
厚原支店地区

氏　名
青　野　溥　芳
亀　井　利　充
清 　 水 　 　 明
鈴　木　祐　二
服　部　 愛 一 郎
一 ツ 山　 繁
本　多　恒　康
松　本　貞　彦
畔　栁　敏　男
大　塚　芳　正
小 長 谷　 邦 行
高　橋　善　忠

就任回数
5
8
9
9
6
6
4

10
7
6
7
9

6区 富士岡支店・
須津支店地区

氏　名
石　川　雅　基
勝　亦　幸　治
芹　澤　明　広
三　澤　賢　治
安　藤　秀　彦
菊　池　初　彦
佐　野　昭　夫
田　中　仁　美
吉　田　浩　之
小　林　繁　樹
増　田　正　之
大　橋　賢　一
内　田　昌　宏

就任回数
1
1
2
6
4
4
6
1
5
2
7
3
2

7区 富士見台支店・
今泉支店・
今泉北支店地区

氏　名
植　草　 愼 一 郎
遠　藤　典　生
鈴　木　秀　典
田　中　克　宣
渡　邉　榮　一
渡 　 邉 　 　 直
赤　堀　哲　二
勝　又　志　延
加　茂　榮　一
岩　間　清　人
植　田　幸　江
秋　山　勝　美
秋　山　英　生
阿 知 波　 幹 治
佐　野　孝　博

就任回数
5
5
4
1
6
3
1
5
6
3
2
6
2
9
6

8区 伝法支店・
広見町支店・
大渕中野支店地区

氏　名
加　藤　勝　弘
河　西　幸　一
近　藤　光　行
杉 　 浦 　 　 博
渡　辺　弘　光
渡　辺　雅　一
渡　邉　俊　介
綿 　 引 　 　 謙
櫻　井　二 三 代
清 　 　 哲 　 也

就任回数
9
1

14
2
9
4
1
5
1
2

9区 富士宮支店・
富士宮東支店地区

氏　名
加　藤　秀　一
杉　山　哲　也
篠 　 原 　 　 均
植　田　征　男
大 　 竹 　 　 傳
斉　藤　公　伸
時　田　則　義
米　山　隆　是
渡　邉　隆　敏

就任回数
7
6
2

12
4
2
6
1
1

10区 吉原駅南支店・
田子浦支店地区

氏　名
加　藤　吉　博
佐　野　家　弘
篠　原　章　夫
武　内　正　章
町　田　暢　彦
望 　 月 　 　 亘
望　月　泰 二 郎
坪 　 内 　 　 博
内　藤　栄　己

就任回数
10
6

11
7
1
8
1
9
5

4区 岩松支店・
蒲原支店地区

氏　名
飯 　 塚 　 　 勝
石　井　源　一
大　石　照　義
羽　切　和　彦
八　木　孝　之
浅　羽　優 太 朗
今　村　 憲 一 郎
海　野　欽　也
佐　野　廣　司
増 　 田 　 　 央

就任回数
7
5
4
9
4
1
5
9

10
1

5区 駅南支店・
森島支店地区

氏　名
遠　藤　惠　久
久 保 田　 貴 久
佐　野　惠　一
鈴　木　清　久
田　村　正　紀
西　尾　敬　二
半　澤　敏　夫
長 谷 川　 耕 平
望　月　政　光
山　﨑　建　治
川　村　秀　夫
後　藤　弘　明
外　田　雅　樹

就任回数
2
2
4
9
7
5
8
3
1
4
6
5
4

2区 富士支店・
八幡町支店地区

②選考基準に基づき総代候補者を選考 決算に関する事項、理事・監事の選任等重要事項の決定
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富士市青島町２１２番地
0545-53-2002（本店）
0545-53-3001（本部）

本店・本部
（店番 080）

富士市御幸町５番１号
0545-52-5031

吉原支店
（店番 001）

富士市平垣本町４番４号
0545-61-5120

富士支店
（店番 002）

富士市富士岡
１４５７番地の７
0545-34-0405

富士岡支店
（店番 006）

静岡市清水区蒲原新田
１丁目１８番１９号
054-385-3195

蒲原支店
（店番 007）

富士市宇東川東町
４番１号
0545-52-1815

今泉支店
（店番 008）

富士宮市城北町６６番地
0544-27-8811

富士宮支店
（店番 013）

富士市厚原８６９番地の１
0545-71-7266

厚原支店
（店番 014）

富士市富士見台
６丁目３番１３号
0545-21-2141

富士見台支店
（店番 015）

富士市鷹岡本町９番１７号
0545-71-2010

鷹岡支店
（店番 003）

富士市岩本98番地の１
0545-61-5140

岩松支店
（店番 004）

富士市横割本町
１６番１０号
0545-61-5142

駅南支店
（店番 005）

富士市吉原
５丁目１番２１号
0545-52-0180

伝法支店
（店番 009）

富士市鈴川東町４番９号
0545-33-1405

吉原駅南支店
（店番 011）

富士市広見西本町
６番１４号
0545-21-5130

広見町支店
（店番 012）

富士市役所、富士市立中央病院、
イオンタウン富士南、
富士宮市役所（共同）、ピアゴ富士宮店（共同）、
JR名古屋駅（共同）、中部国際空港（共同）、
富士山静岡空港（共同）

富士市、富士宮市、沼津市（旧戸田村を除く）、
静岡市（旧庵原郡蒲原町及び由比町のみ）

その他ＣＤ・ＡＴＭ設置場所

営 業 地 区

富士市川成新町２７６番地
0545-63-7311

田子浦支店
（店番 016）

富士宮市東町９番５号
0544-26-3711

富士宮東支店
（店番 017）

富士市八幡町５番１１号
0545-64-7001

八幡町支店
（店番 018）

富士市今泉１丁目５番５号
0545-51-8000

今泉北支店
（店番 019）

富士市森島425番地の1
0545-64-8211

森島支店
（店番 020）

富士市中野２１２番地の１
0545-36-2220

大渕中野支店
（店番 021）

富士市神谷４２２番地の７
0545-34-1080

須津支店
（店番 022）

富士市青島町２１２番地
0120-42-8899

相談プラザ 富士市中野２１２番地の１１研修センター

全店のＡＴＭで、店舗営業時間終了後でも通帳繰越ができるようになりました。

田子の浦港富士由
比バイ

パス新幹線

西富士バイパス

大月線

大
渕
街
道

東名高
速
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富士見台支店
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　支店

富士支店

岩松支店

蒲原支店

駅南支店森島支店

鷹岡支店

富士宮支店

厚原支店

富士宮東支店

新富士駅

入山瀬駅

富士宮駅

富士駅

富
士
川

新東
名高
速

吉原駅
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富士市青島町２１２番地
0545-53-2002（本店）
0545-53-3001（本部）

本店・本部
（店番 080）

富士市御幸町５番１号
0545-52-5031

吉原支店
（店番 001）

富士市平垣本町４番４号
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富士支店
（店番 002）

富士市富士岡
１４５７番地の７
0545-34-0405

富士岡支店
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１丁目１８番１９号
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富士市富士見台
６丁目３番１３号
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0545-71-2010
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（総代会）

会　　長

専務理事

常務理事

常勤理事

常勤監事

業務組織図

役員

理 事 長（代表理事） 浅見　祐司

専務理事（代表理事） 鈴木　昭雄

常務理事（代表理事） 山本　健一

常務理事（代表理事） 坂田　惣平

常勤理事 市川　義人

常勤理事 高橋　史明

常勤理事 加藤　晴久

常勤監事 山﨑 　　豊

理事（非常勤）※1 村方 順一郎

理事（非常勤）※1 深澤 　秀幸 

監事（非常勤） 長橋 　　順

監事（非常勤）※2 落合 　義信
（２０１９年６月末現在）
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役員・業務組織図

※１ 理事 村方順一郎、深澤秀幸は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する
業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。

※２ 監事 落合義信は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

沿　革
大渕中野支店を開設する。

須津支店を開設する。

吉原・富士・富士岡・富士宮・厚原支店で
外貨両替業務を開始する。

中丸支店を開設する。

鷹岡・駅南支店で外貨両替業務を開始する。

会長に山本平八郎、
理事長に山本誠が就任する。

広見町支店を新築移転する。

外国為替公認銀行としての業務を開始する。

蒲原支店を新築移転する。

富士支店を新築する。

本店を増築する。

ふじしん相談プラザを開設する。

損害保険窓口販売を開始する。

ふじしんモバイルバンキングサービスを開始する。

ふじしんインターネットバンキングサービスを開始する。

投資信託窓口販売を開始する。

印鑑照合システムの運用を開始する。

創立５０周年記念式典を開催する。

個人向け国債の取扱いを開始する。

今泉北支店を移転する。

富士市指定代理金融機関に指定される。

決済用預金の取扱いを開始する。

富士市指定金融機関に指定される。

会長に山本誠、
理事長に小滝勝昭が就任する。

大渕中野支店を新築移転する。

研修センターを開設する。

岩松支店を新築移転する。

富士宮支店を新築する。

田子浦支店と中丸支店を統合する。

田子浦支店を新築移転する。

森島支店を新築移転する。

蒲原支店を新築移転する。

会長に小滝勝昭、
理事長に浅見祐司が就任する。

平成 2年 4月

平成 4年 3月

平成 5年 5月

平成 7年 5月

平成 8年 4月

平成 8年 7月

平成 8年 11月

平成 9年 10月

平成 10年 3月

平成 11年 3月

平成 12年 3月

平成 12年 9月

平成 13年 4月

平成 13年 7月

平成 13年 12月

平成 14年 3月

平成 14年 7月

平成 14年 10月

平成 15年 3月

平成 15年 6月

平成 15年 7月

平成 16 年 12月

平成 18 年 7月

平成 19 年 8月

平成 23 年 11 月

平成 24 年 4 月

平成 24 年 7 月

平成 26 年 8 月

平成 26 年 12月

平成 27 年 2 月

平成 28 年 4 月

平成 29 年 12月

平成 30 年 6 月

旧富士信用金庫と吉原信用金庫の合併
により、新たな富士信用金庫となる。
同時に会長に佐野貞作、
理事長に川島泰作が就任する。
旧富士信用金庫本店は富士支店として
営業を開始する。

昭和 13年 8月

昭和 19年 4月

昭和 23年 1月

昭和 25年 2月

昭和 26年 9月

昭和 26年 12月

昭和 27年 2月

昭和 27年 4月

昭和 28年 4月

昭和 29年 12月

昭和 33年 7月

昭和 35年 6月

昭和 36年 6月

昭和 39年 8月

昭和 44年 11月

昭和 46年 4月

昭和 46年 11月

昭和 47年 11月

昭和 49年 3月

昭和 52年 2月

昭和 53年 10月

昭和 55年 7月

昭和 56年 3月

昭和 57年 2月

昭和 57年 5月

昭和 59年 12月

昭和 61年 3月

昭和 61年 11月

吉原町利用信用販売購買利用組合を設立する。

吉原町農業会を設立する。

吉原市信用組合に改組する。

富士信用組合を設立する。

鷹岡支店を設立する。

岩松支店を開設する。

駅南支店を開設する。

富士岡支店を開設する。

蒲原支店を開設する。

今泉支店を開設する。

伝法支店を開設する。

吉原駅南支店を開設する。

広見町支店を開設する。

富士宮支店を開設する。

厚原支店を開設する。

富士見台支店を開設する。

田子浦支店を開設する。

理事長に佐野熊次郎が就任する。

本店で外貨両替業務を開始する。

会長に佐野熊次郎、
理事長に山本平八郎が就任する。

富士宮東支店を開設する。

八幡町支店を開設する。

今泉北支店を開設する。
森島支店を開設する。

吉原町利用信用販売購買利用組合と吉
原町農業会の合併により、吉原町信用利
用組合として発足。

昭和26年制定の信用金庫法により、
富士信用金庫に改組する。
初代理事長　佐野貞作　就任。

昭和26年制定の信用金庫法により、
吉原信用金庫に改組する。
初代理事長　山崎宇之助　就任。

新本部・本店の建物が青島町に完成し、
営業を開始する。
旧本店は、吉原支店として営業を開始する。
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理 事 長（代表理事） 浅見　祐司

専務理事（代表理事） 鈴木　昭雄

常務理事（代表理事） 山本　健一

常務理事（代表理事） 坂田　惣平

常勤理事 市川　義人

常勤理事 高橋　史明

常勤理事 加藤　晴久

常勤監事 山﨑 　　豊

理事（非常勤）※1 村方 順一郎

理事（非常勤）※1 深澤 　秀幸 

監事（非常勤） 長橋 　　順

監事（非常勤）※2 落合 　義信
（２０１９年６月末現在）
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※１ 理事 村方順一郎、深澤秀幸は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する
業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。

※２ 監事 落合義信は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

沿　革
大渕中野支店を開設する。

須津支店を開設する。

吉原・富士・富士岡・富士宮・厚原支店で
外貨両替業務を開始する。

中丸支店を開設する。

鷹岡・駅南支店で外貨両替業務を開始する。

会長に山本平八郎、
理事長に山本誠が就任する。

広見町支店を新築移転する。

外国為替公認銀行としての業務を開始する。

蒲原支店を新築移転する。

富士支店を新築する。

本店を増築する。

ふじしん相談プラザを開設する。

損害保険窓口販売を開始する。

ふじしんモバイルバンキングサービスを開始する。

ふじしんインターネットバンキングサービスを開始する。

投資信託窓口販売を開始する。

印鑑照合システムの運用を開始する。

創立５０周年記念式典を開催する。

個人向け国債の取扱いを開始する。

今泉北支店を移転する。

富士市指定代理金融機関に指定される。

決済用預金の取扱いを開始する。

富士市指定金融機関に指定される。

会長に山本誠、
理事長に小滝勝昭が就任する。

大渕中野支店を新築移転する。

研修センターを開設する。

岩松支店を新築移転する。

富士宮支店を新築する。

田子浦支店と中丸支店を統合する。

田子浦支店を新築移転する。

森島支店を新築移転する。

蒲原支店を新築移転する。

会長に小滝勝昭、
理事長に浅見祐司が就任する。

平成 2年 4月

平成 4年 3月

平成 5年 5月

平成 7年 5月

平成 8年 4月

平成 8年 7月

平成 8年 11月

平成 9年 10月

平成 10年 3月

平成 11年 3月

平成 12年 3月

平成 12年 9月

平成 13年 4月

平成 13年 7月

平成 13年 12月

平成 14年 3月

平成 14年 7月

平成 14年 10月

平成 15年 3月

平成 15年 6月

平成 15年 7月

平成 16 年 12月

平成 18 年 7月

平成 19 年 8月

平成 23 年 11 月

平成 24 年 4 月

平成 24 年 7 月

平成 26 年 8 月

平成 26 年 12月

平成 27 年 2 月

平成 28 年 4 月

平成 29 年 12月

平成 30 年 6 月

旧富士信用金庫と吉原信用金庫の合併
により、新たな富士信用金庫となる。
同時に会長に佐野貞作、
理事長に川島泰作が就任する。
旧富士信用金庫本店は富士支店として
営業を開始する。
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昭和 19年 4月

昭和 23年 1月

昭和 25年 2月
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昭和 26年 12月

昭和 27年 2月

昭和 27年 4月

昭和 28年 4月

昭和 29年 12月
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昭和 35年 6月
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昭和 46年 4月

昭和 46年 11月

昭和 47年 11月

昭和 49年 3月

昭和 52年 2月

昭和 53年 10月

昭和 55年 7月

昭和 56年 3月

昭和 57年 2月

昭和 57年 5月

昭和 59年 12月

昭和 61年 3月

昭和 61年 11月

吉原町利用信用販売購買利用組合を設立する。

吉原町農業会を設立する。

吉原市信用組合に改組する。

富士信用組合を設立する。

鷹岡支店を設立する。

岩松支店を開設する。

駅南支店を開設する。

富士岡支店を開設する。

蒲原支店を開設する。

今泉支店を開設する。

伝法支店を開設する。

吉原駅南支店を開設する。

広見町支店を開設する。

富士宮支店を開設する。

厚原支店を開設する。

富士見台支店を開設する。

田子浦支店を開設する。

理事長に佐野熊次郎が就任する。

本店で外貨両替業務を開始する。

会長に佐野熊次郎、
理事長に山本平八郎が就任する。

富士宮東支店を開設する。

八幡町支店を開設する。

今泉北支店を開設する。
森島支店を開設する。

吉原町利用信用販売購買利用組合と吉
原町農業会の合併により、吉原町信用利
用組合として発足。

昭和26年制定の信用金庫法により、
富士信用金庫に改組する。
初代理事長　佐野貞作　就任。

昭和26年制定の信用金庫法により、
吉原信用金庫に改組する。
初代理事長　山崎宇之助　就任。

新本部・本店の建物が青島町に完成し、
営業を開始する。
旧本店は、吉原支店として営業を開始する。



お知らせ

非常時の発電余力を地域の皆様へ
　営業店各店には、停電の際にＡＴＭ稼働や支店機能維持を目的に非常用の発
電機を設置していますが、一部の店舗（吉原・厚原）では、支店運営に必要な電
力を上回る発電が可能となっております。大規模災害が発生した際には、この
余剰電力を分電することにより、地域の皆様に供給できるようにしております。

ご高齢のお客様に配慮しております
　ふじしんでは、伝票などを座ってご記入いただけるよう、座式の記帳台を順
次導入しております。また、杖を掛けることのできるホルダーも備え付けてご
ざいます。

聴覚に障がいのあるお客様に配慮しております
　ふじしんでは、聴覚に障がいのあるお客様がご利用いただけるように、全店
舗に簡易式の筆談ボードと補聴器をご用意しております。

当金庫は地域の皆様に少しでも貢献できますよう、
今後も様々な活動を行ってまいります。

お客様から寄せられた
ご意見・ご要望について
　当金庫では、お客様から寄せられるご意見やご要望を真摯に受け止め、営業活動の向上に努めております。

お寄せいただいたご意見ご要望の一部をご紹介いたします。

通帳やキャッシュカードがＡＴＭで使えなくなってしまいました。どうしてですか？

通帳及びキャッシュカードには、磁気ストライプが使用されています。
ＡＴＭで使用できなくなってしまった原因は、通帳・キャッシュカードの磁気ストライプが、他の磁気の影響により破損＊して
いる（磁気不良となっている）ことが考えられます。
保管いただく際は、磁気ストライプ部分に磁気を帯びたものを近づけないようにご注意ください。
通帳の磁気不良の修正・磁気不良によるキャッシュカードの再発行は、営業店窓口でご対応させていただきます。お近くの

店舗窓口までお問い合わせください。
＊破損には、物理的損傷・初期不良等もありますがごく僅かであり、スマートフォン（磁力のある電子機器）、スマホケース・カバンの留め具（磁石）等との接触による
磁気破損が大半を占めます。

チラシ『ふじ丸くんからお客様へ
お願い･･･キャッシュカードや通帳
の保管にご注意ください』を作成
し、お客様にお配りさせていただ
いております。

視覚に障がいのあるお客様に
配慮しております
　ふじしんでは、全営業店に視覚に障がいの
あるお客様に対応したＡＴＭ機を導入してい
るほか、一部の店舗では、店舗入口に点字ブ
ロックを敷設しております。

全店舗に
ＡＥＤを配備しております
　ふじしんでは、全店舗にＡＥＤ（自動体外式
除細動器）を配備しています。ＡＥＤとは、心肺
停止状態にある患者様に対して電気ショックを
加えることにより、心肺蘇生を促す装置です。
営業店のロビーに設置しておりますので、店
舗内や営業地区での緊急の際には、このＡＥＤ
を利用できるようになっております。

お
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安定期 低迷期 再生期成長期創業期全与信先

284先

2,142先 296先 131先 1,276先 90先 273先

991億円 74億円 63億円 548億円 13億円 205億円

21先 65先 198先

37件

2件

実　績

発行　2019年7月
編集　富士信用金庫 総合企画部

〒417-8686 静岡県富士市青島町212番地
ＴＥＬ：0545-53-3054　ＦＡＸ：0545-53-3006

単体ベースのディスクロージャー項目 連結ベースのディスクロージャー項目
1． 金庫の概況及び組織に関する事項
（1）事業の組織
（2）理事及び監事の氏名及び役職名
（3）事務所の名称及び所在地
2． 金庫の主要な事業の内容
3． 金庫の主要な事業に関する事項
（1）直近の事業年度における事業の概況
（2）直近の５事業年度における主要な事業の状況

①経常収益
②経常利益
③当期純利益
④出資総額及び出資総口数
⑤純資産額
⑥総資産額
⑦預金積金残高
⑧貸出金残高
⑨有価証券残高
⑩単体自己資本比率
⑪出資に対する配当金
⑫職員数

（3）直近の２事業年度における事業の状況
①主要な業務の状況を示す指標
ア． 業務粗利益及び業務粗利益率
イ． 資金運用収支、役務取引等収支、及びその他の業務収支
ウ． 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び
資金利鞘

エ． 受取利息及び支払利息の増減
オ． 総資産経常利益率
カ． 総資産当期純利益率

②預金に関する指標
ア． 流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
イ． 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定
期預金の残高

③貸出金等に関する指標
ア． 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
イ． 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
ウ． 担保の種類別（当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証
及び信用の区分）の貸出金残高及び債務保証見返額

エ． 使途別（設備資金及び運転資金の区分）の貸出金残高
オ． 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
カ． 預貸率の期末値及び期中平均値

④有価証券に関する指標
ア． 商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品政府保証債
及びその他の商品有価証券の区分）の平均残高

イ． 有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他
の証券の区分）の残存期間別の残高

ウ． 有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他
の証券の区分）の平均残高

エ． 預証率の期末値及び期中平均値
4． 金庫の事業の運営に関する事項
（1）リスク管理の体制
（2）法令遵守の体制
（3）中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況
（4）金融 ADR制度への対応
5． 金庫の直近２事業年度における財産の状況
（1）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
（2）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

①破綻先債権に該当する貸出金
②延滞債権に該当する貸出金
③３か月以上延滞債権に該当する貸出金
④貸出条件緩和債権に該当する貸出金

（3）自己資本の充実の状況について金融庁長官が定める事項
①定性的な開示事項
②定量的な開示事項

（4）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
①有価証券
②金銭の信託
③規則第１０２条第１項第５号に掲げる取引

（5）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（6）貸出金償却の額
（7）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書について会計監査人の

監査を受けている旨の表示
6． 報酬等に関する事項
（参考1）直近の事業年度における財務諸表の正確性、及び財務諸表作成に係る

内部監査の有効性を確認した旨の代表者署名
（参考2）退職給付会計に関する開示

………………………………………………………………………57
………………………………………………57

…………………………………………………55、56
……………………………………………………17～19

…………………………………………3、4
……………………………………3

……………………………………………28、29

……………………………………………………………32

…………………………………………………32、33

…………………………………………………30、31

………………………………………………………………5、6
…………………………………………………………………7

……11～14
………………………………………………………10

………………………23～26
……………………………34

………………36～43

………30

……………………………………34
…………………………………………………………………33

………………………………………………………27
…………………………………………………………………27

…………………………………27
……………………………………………………35

1． 金庫及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
（1）金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
（2）金庫の子会社等に関する次に掲げる事項

①名称
②主たる営業所又は事務所の所在地
③資本金又は出資金
④事業の内容
⑤設立年月日
⑥金庫が保有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の
議決権に占める割合

2． 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項
（1）直近の事業年度における事業の概況
（2）直近の５連結会計年度における主要な事業の状況を示す指標

①経常収益
②経常利益
③当期純利益
④純資産額
⑤総資産額
⑥連結自己資本比率

3． 金庫及びその子会社等の直近の２連結会計年度における財産の状況に関する
事項
（1）連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
（2）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

①破綻先債権に該当する貸出金
②延滞債権に該当する貸出金
③３か月以上延滞債権に該当する貸出金
④貸出条件緩和債権に該当する貸出金

（3）自己資本の充実の状況について金融庁長官が定める事項
①定性的な開示事項
②定量的な開示事項

（4）金庫及びその子法人等が２以上の異なる種類の事業を営んでいる場合事
業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益
又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
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ベンチマーク項　目 ①

取引先企業の経営改善や成
長力の強化

取引先企業の抜本的事業
再生等による生産性向上

当金庫がメインバンク（融資残高1位）
として取引を行っている企業のうち、経
営指標の改善や就業者数の増加が見
られた先数及び同先に対する融資額

メイン先数

メイン先の融資残高

経営指標等が改善した先数

経営指標が改善した先の融資残高 

創業件数

第二創業件数

1,138先

606億円

345先

200億円

●金融仲介機能のベンチマーク（共通ベンチマーク）

実　績ベンチマーク項　目 ③

担保・保証依存の融資姿勢
からの転換

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額

上記全与信先に占める割合

95億円

9.59％

106先

4.95％

ベンチマーク項　目 ② 不調先順調先好調先変更総数

当金庫が貸付条件の変更を行っている
中小企業の経営改善計画の進捗状況
（事業サポート課）

当金庫が関与した創業、第二創業の
件数

ライフステージ別の与信先数

ライフステージ別の与信先の事業年度
末の融資残高

2019年3月31日現在

先　数 融資残高

　当金庫では、地域経済の活性化や中小企業の経営支援に取り組んでいます。
　お取引先企業のニーズを把握し、経営課題を共有することにより、融資やソリューション提案などを積極的に行い、生
産性の向上、持続的成長を支援しています。
　この取組みの成果指標として「金融仲介機能のベンチマーク」を活用し、自己点検・自己評価を行い、さらに質の高い金
融サービスを提供できるよう努めてまいります。

金融仲介機能の発揮に向けた取組みについて

　依然として、振り込め詐欺などによる被害が後を絶たず、最近では金融機関職員や警察官を騙り、「市役所からの還付
金手続のため、通帳とキャッシュカードを預かりに来た」などと言って自宅に押しかけ、印鑑を取りに行く隙にカードをすり
替え、だまし取られる手口が急増しています。
　当金庫では、お客様の大切なご預金をお守りす
るため、警察の要請に基づき窓口でのお声掛けを
励行しております。また、年金支給日に合わせて、
警察や地域の方々の協力をいただき、チラシの配
布や声掛けによって、地域の皆様が被害を受けな
いよう、注意を促しました。窓口でのお声掛けに
より、被害を未然に防止した際には、富士警察署
から感謝状をいただきました。

　 特殊詐欺被害が多発しています

◎表紙のご説明◎
本誌の表紙の写真

第14回富士山百景
写真コンテスト入賞作品

「春爛漫」
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安定期 低迷期 再生期成長期創業期全与信先

284先

2,142先 296先 131先 1,276先 90先 273先

991億円 74億円 63億円 548億円 13億円 205億円

21先 65先 198先

37件

2件

実　績

発行　2019年7月
編集　富士信用金庫 総合企画部

〒417-8686 静岡県富士市青島町212番地
ＴＥＬ：0545-53-3054　ＦＡＸ：0545-53-3006

単体ベースのディスクロージャー項目 連結ベースのディスクロージャー項目
1． 金庫の概況及び組織に関する事項
（1）事業の組織
（2）理事及び監事の氏名及び役職名
（3）事務所の名称及び所在地
2． 金庫の主要な事業の内容
3． 金庫の主要な事業に関する事項
（1）直近の事業年度における事業の概況
（2）直近の５事業年度における主要な事業の状況

①経常収益
②経常利益
③当期純利益
④出資総額及び出資総口数
⑤純資産額
⑥総資産額
⑦預金積金残高
⑧貸出金残高
⑨有価証券残高
⑩単体自己資本比率
⑪出資に対する配当金
⑫職員数

（3）直近の２事業年度における事業の状況
①主要な業務の状況を示す指標
ア． 業務粗利益及び業務粗利益率
イ． 資金運用収支、役務取引等収支、及びその他の業務収支
ウ． 資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び
資金利鞘

エ． 受取利息及び支払利息の増減
オ． 総資産経常利益率
カ． 総資産当期純利益率

②預金に関する指標
ア． 流動性預金、定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高
イ． 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定
期預金の残高

③貸出金等に関する指標
ア． 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
イ． 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
ウ． 担保の種類別（当金庫預金積金、有価証券、動産、不動産、保証
及び信用の区分）の貸出金残高及び債務保証見返額

エ． 使途別（設備資金及び運転資金の区分）の貸出金残高
オ． 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
カ． 預貸率の期末値及び期中平均値

④有価証券に関する指標
ア． 商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品政府保証債
及びその他の商品有価証券の区分）の平均残高

イ． 有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他
の証券の区分）の残存期間別の残高

ウ． 有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他
の証券の区分）の平均残高

エ． 預証率の期末値及び期中平均値
4． 金庫の事業の運営に関する事項
（1）リスク管理の体制
（2）法令遵守の体制
（3）中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況
（4）金融 ADR制度への対応
5． 金庫の直近２事業年度における財産の状況
（1）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
（2）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

①破綻先債権に該当する貸出金
②延滞債権に該当する貸出金
③３か月以上延滞債権に該当する貸出金
④貸出条件緩和債権に該当する貸出金

（3）自己資本の充実の状況について金融庁長官が定める事項
①定性的な開示事項
②定量的な開示事項

（4）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
①有価証券
②金銭の信託
③規則第１０２条第１項第５号に掲げる取引

（5）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
（6）貸出金償却の額
（7）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書について会計監査人の

監査を受けている旨の表示
6． 報酬等に関する事項
（参考1）直近の事業年度における財務諸表の正確性、及び財務諸表作成に係る

内部監査の有効性を確認した旨の代表者署名
（参考2）退職給付会計に関する開示
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1． 金庫及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
（1）金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
（2）金庫の子会社等に関する次に掲げる事項

①名称
②主たる営業所又は事務所の所在地
③資本金又は出資金
④事業の内容
⑤設立年月日
⑥金庫が保有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の
議決権に占める割合

2． 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項
（1）直近の事業年度における事業の概況
（2）直近の５連結会計年度における主要な事業の状況を示す指標

①経常収益
②経常利益
③当期純利益
④純資産額
⑤総資産額
⑥連結自己資本比率

3． 金庫及びその子会社等の直近の２連結会計年度における財産の状況に関する
事項
（1）連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
（2）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

①破綻先債権に該当する貸出金
②延滞債権に該当する貸出金
③３か月以上延滞債権に該当する貸出金
④貸出条件緩和債権に該当する貸出金

（3）自己資本の充実の状況について金融庁長官が定める事項
①定性的な開示事項
②定量的な開示事項

（4）金庫及びその子法人等が２以上の異なる種類の事業を営んでいる場合事
業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益
又は経常損失の額及び資産の額として算出したもの
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ベンチマーク項　目 ①

取引先企業の経営改善や成
長力の強化

取引先企業の抜本的事業
再生等による生産性向上

当金庫がメインバンク（融資残高1位）
として取引を行っている企業のうち、経
営指標の改善や就業者数の増加が見
られた先数及び同先に対する融資額

メイン先数

メイン先の融資残高

経営指標等が改善した先数

経営指標が改善した先の融資残高 

創業件数

第二創業件数

1,138先

606億円

345先

200億円

●金融仲介機能のベンチマーク（共通ベンチマーク）

実　績ベンチマーク項　目 ③

担保・保証依存の融資姿勢
からの転換

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額

上記全与信先に占める割合

95億円

9.59％

106先

4.95％

ベンチマーク項　目 ② 不調先順調先好調先変更総数

当金庫が貸付条件の変更を行っている
中小企業の経営改善計画の進捗状況
（事業サポート課）

当金庫が関与した創業、第二創業の
件数

ライフステージ別の与信先数

ライフステージ別の与信先の事業年度
末の融資残高

2019年3月31日現在

先　数 融資残高

　当金庫では、地域経済の活性化や中小企業の経営支援に取り組んでいます。
　お取引先企業のニーズを把握し、経営課題を共有することにより、融資やソリューション提案などを積極的に行い、生
産性の向上、持続的成長を支援しています。
　この取組みの成果指標として「金融仲介機能のベンチマーク」を活用し、自己点検・自己評価を行い、さらに質の高い金
融サービスを提供できるよう努めてまいります。

金融仲介機能の発揮に向けた取組みについて

　依然として、振り込め詐欺などによる被害が後を絶たず、最近では金融機関職員や警察官を騙り、「市役所からの還付
金手続のため、通帳とキャッシュカードを預かりに来た」などと言って自宅に押しかけ、印鑑を取りに行く隙にカードをすり
替え、だまし取られる手口が急増しています。
　当金庫では、お客様の大切なご預金をお守りす
るため、警察の要請に基づき窓口でのお声掛けを
励行しております。また、年金支給日に合わせて、
警察や地域の方々の協力をいただき、チラシの配
布や声掛けによって、地域の皆様が被害を受けな
いよう、注意を促しました。窓口でのお声掛けに
より、被害を未然に防止した際には、富士警察署
から感謝状をいただきました。

　 特殊詐欺被害が多発しています

◎表紙のご説明◎
本誌の表紙の写真

第14回富士山百景
写真コンテスト入賞作品

「春爛漫」



さらに詳しい情報をお求めの方 ふじしんホームページ
https://fuji-shinkin.jp/

カード・通帳等の紛失・盗難・偽造に関する件 振り込め詐欺等の被害に遭われたとき
振り込め詐欺救済法に関する件・個人情報に関する件

インターネットバンキングで
不正送金等の被害に遭われたとき

ご意見・ご要望等

お取引店へご連絡ください。（55・56ページをご覧ください。）

＊平日 8：30 ～ 17：30

信金監視センター
TEL ： 052-203-8299 / フリーダイヤル ： 0120-151-678

＊平日 上記以外の時間 / 土・日・祝日

９：０0 ～ 17：００（土・日・祝日・当金庫休業日を除く）
TEL ： 0545-53-3005

＊事務部 システム課

お問い合わせ先

富士信用金庫ディスクロージャー誌

９：０0 ～ 17：００（土・日・祝日・当金庫休業日を除く）
TEL ： 0545-53-3156
預金保険機構ホームページ
https://furikomesagi.dic.go.jp/

＊事務部 事務管理課

９：０0 ～ 17：００（土・日・祝日・当金庫休業日を除く）
TEL ： 0545-53-3054
ふじしんホームページ お問い合せ窓口一覧
https://fuji-shinkin.jp/about/contact/

＊総合企画部


